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F-11 除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロリ除菌療法

について、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・ピ

ロリの感染診断（陽性）が、他医療機関（検診も含む）で実施され

た場合の取扱いについて

《令和元年８月２９日新規》

○ 取扱い

ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎において、除菌前の感染診断の請求が

ないヘリコバクター・ピロリ除菌療法については、内視鏡検査による胃炎

の診断及びヘリコバクター・ピロリの感染診断（陽性）が、他医療機関（検

診も含む）で実施された場合、病名及び症状詳記等にその旨の記載があれ

ば、原則として認める。

なお、内視鏡検査又は造影検査において確定診断がなされた胃潰瘍又は

十二指腸潰瘍についても同様に取扱う。

○ 取扱いの根拠

平成 25 年 2 月 21 日付け保医発 0221 第 31 号「「ヘリコバクター・
ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」の一部改正について」

の記の１の対象患者に「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患

者」とある。

記の３に「２の感染診断により、ヘリコバクター・ピロリ陽性であるこ

とが確認された対象患者に対しては、ヘリコバクター・ピロリ除菌及び除

菌の補助が薬事法上効能として承認されている薬剤を薬事法承認事項に

従い、３剤併用・７日間投与し除菌治療を行うこと。」とある。

記の７に「健康診断として内視鏡検査を行った場合には、診療報酬明細

書の摘要欄にその旨を記載すること。」とある。

平成 25 年 3 月 28 日付け厚生労働省保険局医療課事務連絡「疑義解釈
資料の送付について（その 13）」の医科（問 6）に「健康診断で行った内
視鏡検査で胃炎が見つかった患者も除菌治療の対象となるのか。」の問に

対して、「対象となる。（以下省略）」と回答されている。
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このことから、「内視鏡検査において胃炎の確定診断がなされた患者」

であり、「除菌前の感染診断によりヘリコバクター・ピロリ陽性であるこ

とが確認された患者」であれば、除菌療法の対象患者となる。ただし、内

視鏡検査及び除菌前の感染診断の実施機関について特に記載されていな

い。

以上のことから、除菌前の感染診断の請求がないヘリコバクター・ピロ

リ除菌療法について、内視鏡検査による胃炎の診断及びヘリコバクター・

ピロリの感染診断（陽性）が、他医療機関（検診も含む）で実施された場

合、病名及び症状詳記等にその旨の記載があれば、原則認められると判断

した。

なお、内視鏡検査又は造影検査において確定診断がなされた胃潰瘍又は

十二指腸潰瘍についても同様に取扱うものとする。


